
災害時に迷わないために 

～水害等避難行動タイムラインを作成しませんか～ 

 

 頻発している風水害に備えて、災害時に適切な場所・タイミングで避難するための「災

害・避難カード（避難行動タイムライン）」を、地域であらかじめ作成しておきましょう。 

 京都府が専門人材（防災士）を派遣して、南丹管内の地域での作成を支援します。 

 

支援内容の概要 

申請期間 令和９年２月 2６日（金）まで 

※期間に関わらず、申請を検討されている場合は、一度、下記の連絡先 

 までお問い合わせください。 

対 象 者 自主防災組織（自治会）単位 

（南丹広域振興局管内（亀岡市、南丹市、京丹波町）の自主防災組織で、 

水害等避難行動タイムラインの作成に意欲がある方） 

申請方法 希望日の４週間前までに第１号様式「水害等避難行動タイムライン作成 

支援人材派遣申込書」を市町担当課に提出。 

後日、希望日に派遣する方について市町を通じて京都府よりお知らせし

ます。 

費用負担 専門人材の派遣に係る旅費・報酬は京都府が負担します。 

 

作成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

 京都府南丹広域振興局 地域連携・振興部 総務防災課 

  TEL：０７７１－２２－０４２２ n-c-somubosai@pref.kyoto.lg.jp 


